
動物の輸出入検疫速報（平成22年4月分）

（単位：頭、羽、群）

輸　入 輸　出
　牛 1,682 -
　豚 160 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 1 -

　馬 374 3

　その他の馬科 - -

　兎 16 4

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 71,926 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） 492 -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 12,207

　犬 588 505
　猫 178 173
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 740

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,671,199 1,179,816 42,333 73,459 59,606 - 4,026,413

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

49,293,805 79,669,324 2,209,757 19,100 7,724 427 319,211

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,433,397 - 177,749 19,375 1,217,006 2,804,997 176,110

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

1,555 626,578 34,547 35,954,140 15,520 952,544 4,506,452

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

26,693,563 2,407,016 208,539,897

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

150,916 57,777 1,323 - - - 69,353

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,849,809 345,238 312,026 2,041,921 5,655 - 370,537

加熱処理その他
の家禽臓器

計

3,603 5,208,157

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

423 513,890 56 514,369

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,160,527 206,334 18,505 - 76,296 - 87,937

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 2,549,599

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 1,181 811 14,642 - 130 15,132

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

4,197 159,958 120 - 196,170

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

237,558 - - - 237,558

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

52,935 270 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,657,360 - 208,980 17,866,340

総計

239,138,503

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類
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７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

71,698 26,968 - - - - 415

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

1,595 16,798 - - 1,557,791 - 35,163

計

1,710,428

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 24,780 - 0 49,646 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 74,426

殻付卵 液卵 その他の卵 計

85,474 1,000 -  86,474

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

942,831 2,952,252 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 3,895,083

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - - - - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 15,180 - - 15,180

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 180,000 180,000

総計

5,961,591

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類

　輸出畜産物検疫数量速報（平成22年4月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


